
マイナンバーカードの健康保険証等の利用について 

 

当院ではマイナンバーカードによる健康保険証としての（オンライン資格確認等を含む） 

ご利用ができます。ご利用の方はマイナンバーカードを１階総合受付にご提示ください。 

 

令和４年１０月の診療報酬改定で「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が 

新設され初診となる患者様でマイナンバーカードによるオンライン資格確認による薬剤

情報、健診情報を利用した場合と、利用しなかった場合の初診料に加算される点数が

異なります。（保険情報のみの利用は「利用しなかった」となります。） 

 

初診料に加算される点数 

マイナンバーカードによるオンライン資格確認等を利用した場合  加算点数 ２点 

              利用しなかった場合（保険情報のみ利用含む） 加算点数 ４点 

             

【 ご利用時に際して 】 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に健康保険証利用の 

申込みをお願いします。 

当院でもマイナンバーカードをお持ちの患者様の健康保険証としての利用申込みは 

行える事になっていますが、登録完了に時間がかかる場合もございます 

待ち時間の発生を防ぐため、あらかじめお手続きをしていただくことをお願いします。 

 

◎マイナンバーカードでできること 

・健康保険者証としての利用 

  （健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証等） 

・健康保険資格有無の確認（オンライン資格確認） 

・診療情報・特定健診・薬剤情報の閲覧等 

◎マイナンバーカードでできないこと 

各種医療証、市町村等の公費受給者証等（子ども医療、心身障害者、ひとり親、難

病医療・特定疾患等）のオンライン資格確認はまだできませんので、お持ちの方は今

まで通り公費受給者証をご持参くださるようお願いいたします。 

【 お願い 】 

保険の切り替え直後（転居、就職、退職、年齢による負担割合の変更など）など、 

保険者でのデータ登録が間に合わずマイナンバーカードが使えない場合もあるようで

すので、今まで通り保険証がある場合はご一緒に持参してください。 

（マイナンバーカードのみの持参で資格情報の確認ができない場合、自費扱いとなります。） 

＊マイナンバーカードによるご利用可能な項目は令和 4年 10月 1日現在のものとなります。 



＊マイナンバーカードの申請等、詳しくは厚生労働省の Web サイト等をご覧ください。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

